
－ 1 －

伊勢市・二見町・小俣町・御薗村

発行：伊勢市・二見町・小俣町・御薗村任意合併協議会
〒516-0021 伊勢市朝熊町字鴨谷4383-4 三重県営サンアリーナ内 TEL 0596-21-1020　FAX 0596-21-1022

任
意

任
意
合
併
協
議
会
の

今
後
の
対
応
な
ど
を
協
議

合
併
推
進
の
意
思
を
確
認

▲ 10月 9日に県営サンアリーナで開催した第 14回協議会
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伊
勢
市
・
二
見
町
・
小
俣

町
・
御
薗
村
は
、
合
併
に
向

け
た
正
式
協
議
を
進
め
る
た

め
「
法
定
合
併
協
議
会
」
の

設
立
を
目
指
し
ま
し
た
が
、

小
俣
町
議
会
で
否
決
さ
れ
ま

し
た
。
今
後
は
11
月
の
小
俣

町
長
選
挙
の
結
果
を
見
守
り

つ
つ
、
対
応
を
協
議
し
て
い

き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
任
意
合
併
協

議
会
で
調
整
・
策
定
し
て
き

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
後
、

合
併
に
必
要
な
「
新
市
建
設

計
画
」
の
作
成
や
「
合
併
協

定
項
目
」、「
事
務
事
業
」
な

ど
の
正
式
協
議
を
進
め
て
い

く
に
は
、
速
や
か
に
「
法
定

協
」
を
設
立
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
８
月

25
日
の
第
13
回
協
議
会
で
は
、

９
月
末
に
各
市
町
村
議
会
の

議
決
を
得
て
、
10
月
１
日
に

「
法
定
協
」
へ
移
行
す
る
こ
と

を
確
認
し
ま
し
た
（
２
ペ
ー

ジ
に
詳
細
を
掲
載
）。

し
か
し
、
９
月
25
日
に
開

催
さ
れ
た
各
市
町
村
議
会
で

は
、
伊
勢
市
と
二
見
町
、
御

薗
村
は
関
連
議
案
の
可
決
を

得
た
も
の
の
、
小
俣
町
は
賛

成
少
数
で
否
決
さ
れ
、
町
長

が
辞
任
す
る
結
果
と
な
り
ま

し
た
。
こ
の
不
測
の
事
態
に

よ
り
、
10
月
１
日
の
４
市
町

村
で
の
「
法
定
協
」
設
立
は

不
可
能
と
な
り
、
９
月
29
日

に
予
定
し
て
い
た
第
14
回
協

議
会
も
一
時
延
期
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
日
程
を
10
月
９

日
に
変
更
し
て
開
催
し
た
第

14
回
協
議
会
で
は
、
森
井
忠

己
小
俣
町
長
職
務
代
理
者
と

廣
政
男
議
長
か
ら
こ
れ
ま
で

の
状
況
や
今
後
の
希
望
な
ど

が
報
告
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け

て
今
後
の
協
議
会
の
方
針
な

ど
を
協
議
し
ま
し
た
。
各
委

員
か
ら
は
様
々
な
意
見
が
出

た
も
の
の
、
引
き
続
き
合
併

を
推
進
す
る
意
思
に
相
違
は

な
く
、
最
終
的
に
「
こ
の
ま

ま
任
意
合
併
協
議
会
を
存
続

さ
せ
、
11
月
16
日
の
小
俣
町

長
選
挙
の
結
果
を
見
守
る
」

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
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８
月
25
日
の
第
13
回
協
議

会
で
は
、「
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
」、「
庁
舎
・
機
構
等

の
調
整
方
針
」
の
報
告
と
継

続
協
議
の
「
広
報
広
聴
関
係

事
業
（
そ
の
１
）」、
そ
れ
に

「
法
定
合
併
協
議
会
の
設
置
」

に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

報
告
・
協
議
内
容
の
概
要
は
、

次
の
通
り
で
す
。

■
新
市
財
政
フ
レ
ー

　

ム
試
算

新
設
合
併
し
た
場

合
の
財
政
運
営
の
課

題
等
を
検
証
す
る
た

め
、
新
市
の
財
政
フ

レ
ー
ム
を
試
算
し
、

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
試
算
結
果
や
課
題

等
を
報
告
し
た
も
の

で
す
。

■
庁
舎
・
機
構
等
検

　

討
委
員
会
の
検
討

　

結
果

新
市
の
庁
舎
の
利

用
方
法
や
職
員
の
身

分
の
取
り
扱
い
、
事

務
組
織
・
機
構
な
ど

は
、
個
々
で
の
調
整
が
困
難

な
こ
と
か
ら
、
４
市
町
村
の

関
係
者
で
委
員
会
を
組
織

し
、
総
合
的
・
横
断
的
に
協

議
・
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
調
整
方
針
を
報
告
し
た

も
の
で
す
。

■
広
報
広
聴
関
係
事
業
（
そ

の
１
）

継
続
協
議
に
な
っ
て
い
た

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
関
し
て

は
、
項
目
を
細
分
化
し
、
再

度
、
検
討
を
重
ね
ま
し
た
。


ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
局
・
施

設　

現
在
、
御
薗
村
が
保

有
し
て
い
る
「
局
」
は
合

併
時
に
廃
止
し
、
施
設
は

株
式
会
社
ア
イ
・
テ
ィ
ー
・

ビ
ー
に
移
譲
し
ま
す
。


行
政
放
送　

現
在
、
４
市

町
村
が
個
々
に
実
施
し
て

い
る
行
政
放
送
は
、
チ
ャ

ン
ネ
ル
・
放
送
内
容
を
統

一
し
ま
す
。


視
聴
料　

伊
勢
市
と
二
見

町
・
小
俣
町
で
格
差
の
あ

る
「
一
般
放
送
」「
ベ
ー

シ
ッ
ク
放
送
」
の
視
聴
料

は
、
と
も
に
低
い
額
で
統

一
す
る
よ
う
ア
イ
・
テ
ィ

ー
・
ビ
ー
と
調
整
し
、
御

薗
村
は
合
併
後
10
年
間
は

現
行
通
り
と
し
ま
す
。


加
入
金
補
助　

伊
勢
市
に

は
補
助
制
度
が
な
く
、
二

見
町
と
小
俣
町
は
２
分
の

１
補
助
、
御
薗
村
は
加
入

金
が
不
要
で
す
。
伊
勢
市
、

二
見
町
、
小
俣
町
の
３
市

町
は
補
助
を
行
う
方
向
で

合
併
ま
で
に
統
一
し
、
御

薗
村
は
合
併
後
10
年
間
は

現
行
通
り
と
し
ま
す
。


引
込
工
事
費　

御
薗
村
の

引
込
工
事
費
は
、
合
併
後

10
年
間
は
現
行
通
り
新
市

で
負
担
し
ま
す
。


宅
内
工
事
費
補
助　

こ
れ

も
加
入
金
と
同
様
、
伊
勢

市
に
は
制
度
が
な
く
、
二

見
町
と
小
俣
町
は
半
額
（
上

限
５
千
円
）
補
助
を
行
い
、

御
薗
村
は
村
が
全
額
負
担

し
て
い
ま
す
。
伊
勢
市
、

二
見
町
、
小
俣
町
は
補
助

を
行
う
方
向
で
合
併
ま
で

に
統
一
し
、
御
薗
村
は
合

併
後
10
年
間
は
現
行
通
り

と
し
ま
す
。

■
法
定
合
併
協
議
会
の
設
置

こ
れ
は
、
前
回
の
協
議
会

で
提
案
し
た
規
約
案
と
予
算

案
を
も
と
に
、「
各
市
町
村

で
検
討
の
上
、
次
回
、
改
め

て
協
議
す
る
」
こ
と
に
な
っ

て
い
た
も
の
で
す
。

地
域
住
民
の
福
祉
の
向
上

と
新
た
な
時
代
に
ふ
さ
わ
し

い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
４

市
町
村
は
、
平
成
14
年
８
月

16
日
に
任
意
合
併
協
議
会
を

設
立
し
、
こ
れ
ま
で
１
年
余

り
に
わ
た
っ
て
、
市
町
村
合

併
に
関
わ
る
協
議
を
進
め
て

き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
協

議
会
で
調
整
・
策
定
し
て
き

た
こ
と
を
踏
ま
え
、「
新
市
建

設
計
画
」
の
作
成
や
「
合
併

協
定
項
目
」、「
事
務
事
業
」

な
ど
の
正
式
協
議
を
進
め
る

に
は
、今
後
、速
や
か
に
「
法

定
合
併
協
議
会
」
を
設
立
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
９
月
下
旬
の
同
一
の
日

に
各
市
町
村
議
会
の
議
決
を

得
て
、
10
月
１
日
に
「
法
定

協
」
へ
移
行
す
る
こ
と
を
確

認
し
ま
し
た
。

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
関
連
と

法
定
合
併
協
議
会
設
置
を
協
議

―
 

第
13
回
任
意
合
併
協
議
会
で ―

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
関
連
と

法
定
合
併
協
議
会
設
置
を
協
議

▲ 8月25日に県営サンアリーナで開催した第13回協議会
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平成15年度の４市町村の普通交付税は77.7億円です

が、16年度は予測資料に基づいて4.2％程度を減額

し、それ以降毎年２％ずつ、平成16年度普通交付税の

３分の２になるまで縮減される前提で推計しています。

17年度以降の棒グラフで、一番下の緑の部分が新市と

して算定した場合の普通交付税の推計値です。そして灰

色の部分が合併補正で、５か年にわたり毎年2.34億円が

上乗せされます。一番上の白い部分が合併算定替の特例

措置で、10年間は合併がないものとして交付が見込ま

れ、その後５年間にわたって激変緩和措置が取られま

す。一方、４市町村が単独のまま合併しない場合を図の

中の太い矢印で示していますが、右肩下がりです。

平成32年度の合併算定替の特例措置終了年度には、

単独であった場合の普通交付税の合計53.9億円に対し、

合併市では44.7億円と約８割程度で推計しています。
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　合併算定替による特例措置分

交
付
基
準
額

合併補正
2.34億円

伊
勢
市

二二二
見見見
町町町

小
俣
町

御御御
薗薗薗
村村村

4市町村計
77.7億円

16年度間（H17～Ｈ32）普通交付税累計
〔推計〕

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度～

44.7億円79.9億円79.9億円79.9億円

17.1億円17.1億円17.1億円

60.5億円60.5億円60.5億円

55.8億円55.8億円55.8億円

50.4億円50.4億円50.4億円

45.6億円45.6億円45.6億円

合併　１０３７億円
単独　１００７億円
合併　１０３７億円
単独　１００７億円
合併　１０３７億円
単独　１００７億円 普通交付税単独

合計推計
Ｈ32：539億円

目的　４市町村が新設（対等）合併した場合
の財政運営上の課題等を検証します。
前提条件　現在の経済状況や行財政制度に変
化がないものとします。
試算期間　平成 17年度から平成 32年度まで
の 16年間。
試算範囲　普通会計の範囲（国保・老健・介
護、企業会計等を除いたもの）。
基準　原則として平成 11年度から平成 14年
度までの４か年の平均値を利用しています。

財政フレームの試算で
新市の課題を検証します

合併後16年間で237億円のメリット合併後16年間で237億円のメリット

試算の際の歳入・歳出項目別の主な留意事項

歳　入
地方税　固定資産税と都市計画税を除き、人口推計値と連動。
なお、試算では想定していませんが、今後、三位一体の改革
で、国庫支出金廃止・縮減に伴う税源移譲の可能性があります。

普通交付税　国の交付税総額の抑制により地方の交付税への依
存を低下させる見込みから、３分の１程度の削減があるもの
として試算しています。

臨時財政対策債　国の交付税総額に不足する財源について、赤
字地方債を認める臨時措置（平成13～15年度）が取られて
おり、平成16年度以降も継続が必至ですが、これは見込ま
ず、また、既発行（約51億円）の元利償還金への交付税算
入もしていません。

合併特例債　地域振興基金造成分（33.6億円）のみを算入し、
建設事業については発行しないものとして試算しています。
歳　出
人件費　特別職（４役）と議員定数削減に伴う影響額を算入。
一般職員は類似団体の職員数の10％減(1,029人)を目標に定
年退職者不補充として試算しています。

普通建設事業　基準値と同額（93億円）で推移するものとして
設定。なお、財源としての合併特例債は見込んでいません。
その他
合併前後の収支の差を明らかにするため、基金からの繰り入
れや繰越金は見込んでいません。

試算の方法

①地方交付税

②経費節減効果

③国県の合併支援

④事務事業一元化

合併影響額の推計

４市町村の

単独推計の

　　合計

新市一本算定、算定替、合併補正（５年間１１.７億円）
特別交付税措置（３年間６.８億円）

合併市町村補助金（３年間６.３億円）
合併市町村交付金（１０年間７.０億円）

事務事業調整方針に基づく影響額約４億円

特別職（４役）、議員報酬、一般職

新市財政フレーム

普通交付税試算
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上は４市町村が「合併しなかった場合」の合計のグラフ、

下は「合併した場合」のグラフです。平成17年度から平

成32年度までの16年間を年度別に推計し、それぞれ棒グラフ

の上部分が歳入、下が歳出で、目盛りは左側に百万円単位で金

額を表示しています。折れ線グラフは収支を表し、額は右側の

目盛りで表示しています。

今回の条件設定では、収支はいずれもマイナスであり、財政

見通しとしては大変厳しい結果となりました。「合併しなかっ

た場合」では、年度ごとの収支の赤字幅が27億円から52億円

で推移するのに対し、「合併した場合」は、少ない年で14億

円、多い年で40億円となっています。

実際の財政運営では、収支がマイナスとならないよう、その

時点での経済見通し等を勘案しつつ、繰越金や基金の繰り入

れ、投資的経費等の調整により、財政の健全化を図ることとな

りますが、このグラフからは、合併した方が財政的には有利で

あると判断できます。

これらのことから、合併した場合の
16年間で、歳入歳出差し引き約237億
円の財政上のメリットが推計され、先
行き大変厳しい財政環境ではあるもの
の、合併した方が財政的に有利である
ことがわかります。
また、行政の効率化に努め、国から
の財政支援のある間に、新市のまちづ
くりのための財政基盤を強化しておく
ことが重要です。そのため、合併後も行
財政改革を継続し、住民の要望に迅速
に対応できる財政システムの確立、限ら
れた財源の中で住民ニーズに対応した
施策が推進できるシステムの早期確立
が重要な課題であると考えられます。

左上のグラフの歳入合計では、16年間の比較累計で約

152億円の増加が見込まれます。地方税は３町村の

個人均等割の増額による6,600万円の増加。地方交付税は合併補正による

11.7億円と特別交付税の6.8億円、合併特例債発行の元利償還金算入分

12.8億円のほか、生活保護費算入や合併算定替による増加分で50億円近

い伸び。国・県支出金は国の合併市町村補助金6.3億円、県の合併市町村

交付金７億円、そのほか合併による生活保護事務増による年間３億円程度

の増加。地方債は地域振興基金を造るための合併特例債の発行。その他は

合併に伴う事務の一元化により、分担金・負担金、使用料・手数料を低く

調整した影響でわずかに減額となっています。

次に右上のグラフの歳出合計では、約85億円が削減される見込みです。

人件費は16年間で約165億円が削減されます。一般職員は平成23年の目

標達成時点で給与費だけで年間10億円近く、共済組合負担金も含めれば

13億円程度の節減。市町村長、助役、収入役、教育長の特別職の人件費

も年間1.3億円程度の削減。議会議員の身分はその方針を協議中ですが、

仮に任期の特例を最大２年間適用した場合でも16年間の累計は「合併し

なかった場合」に比べて13億円以上削減できます。扶助費は３町村分の

生活保護の事務が移管される影響で年間５億円程度が必要で、それ以外

は住民サービスを高い方に調整する影響が出ているものと考えられます。

公債費は地域振興基金の合併特例債発行にかかる元利償還金が微増。投資

的経費は事務事業一元化に伴う小型合併浄化槽の補助金関連のわずかな減

少。その他は事務の合理化と総人口の減少による経費節減を反映して減少

すると推計しています。
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2,000

1,000

－ 1,000
－ 2,000
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区 分 累 計 額
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4 , 9 7 8
7 , 6 7 1

歳入 単位：百万円

国・県の財政支援措置、権限の拡大により

１５２億円の歳入増が見込める。

地方税地 方 税地 方 税 地 方 交 付 税地 方 交 付 税地 方 交 付 税 国 県 支 出 金国 県 支 出 金国 県 支 出 金 地 方 債地 方 債地 方 債 その他その他その他

地 方 税
地 方 交 付 税
国 県 支 出 金
地 方 債
そ の 他
歳 入 合 計

3 , 1 9 2
－  6 9 6
1 5 , 2 1 2

15,000

10,000

5,000

－ 5,000

－ 10,000

－ 15,000

－ 20,000

歳出 単位：百万円

人件費人件費人件費 扶助費扶助費扶助費 公債費公債費公債費 投資的経費投資的経費投資的経費 その他その他その他
0

区 分 累 計 額
－ 16,483

9,380
1,831

人 件 費
扶 助 費
公 債 費
投 資 的 経 費
そ の 他
歳 出 合 計

－ 492
－ 2,777
－ 8,540

人件費については大幅な節減とな

り、事務事業の一元化によるサー

ビスの増加分等を吸収してもなお

８５億円の歳出削減となる。

単独合計 財政シミュレーション

16年間の歳入・歳出差額（合併一単独）累計

新市の課題

合併市
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市町村合併について

ご意見をお寄せください

◇該当するところを○で囲んでください。

【住所】　伊勢市・二見町・小俣町・御薗村

その他

【性別】　男　・　女

【年齢】　10代・20代・30代・40代

50代・60代・70歳以上

伊勢市・二見町・小俣町・御薗村任意合併協議会
では、市町村合併に関するご意見やご提案、協議
会だよりをご覧いただいた感想など、皆様からの
お便りを募集しています。
この用紙を点線部分で切り取り、のりで貼り付け
てポストに投函してください（切手は不要です）。
なお、お寄せいただいたご意見等は、協議会だよ
りやホームページに掲載させていただくことが
あります。

お願い！……楷書で丁寧にお書きください

ご意見記入欄

●このご意見を公表してもよろしいですか。
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合
併
協
定
項
目
の
「
新
市

の
事
務
所
の
位
置
」（
庁
舎

の
利
用
等
の
方
法
）、「
一
般

職
員
の
身
分
の
取
扱
い
」、

「
事
務
組
織
及
び
機
構
の
取

扱
い
」
は
、
個
々
の
専
門
部

会
で
の
調
整
が
困
難
な
こ
と

か
ら
継
続
協
議
と
な
っ
た
た

め
、
４
市
町
村
の
助
役
、
幹

事
、
関
係
課
長
の
13
名
で
委

員
会
を
組
織
し
、
総
合
的
・
横

断
的
に
協
議
・
検
討
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。

庁
舎
・
機
構
に
関
す
る
調

整
方
針
で
は
、
住
民
の
利
便

性
や
交
通
事
情
、
関
連
す
る

他
の
官
公
署
と
の
関
係
か
ら
、

現
在
の
伊
勢
市
役
所
を
新
市

の
本
庁
舎
と
し
、
二
見
町
役

場
・
小
俣
町
役
場
・
御
薗
村

役
場
は
総
合
支
所
に
位
置
付

け
ま
す
。
そ
し
て
、
現
在
の

伊
勢
市
の
組
織
体
制
を
基
本

に
、
当
面
、
内
部
管
理
的
な

も
の
は
本
庁
舎
に
集
約
し
、

総
合
支
所
は
従
来
の
住
民
サ

ー
ビ
ス
業
務
を
ほ
ぼ
引
き
継

ぎ
つ
つ
、
総
合
支
所
方
式
と

分
庁
方
式
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た

も
の
と
し
て
、
段
階
的
な
整

備
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
現

在
の
伊
勢
市
の
９
か
所
の
支

所
は
、
当
面
、
現
行
の
ま
ま

存
続
さ
せ
、
戸
籍
住
民
関
係

中
心
の
窓
口
業
務
を
行
い
ま

す
が
、
合
併
後
、
３
年
間
で

役
割
、
業
務
、
職
員
配
置
等

の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
き

ま
す
。

職
員
の
身
分
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
は
、
業
務
量
や
内

容
を
調
査
し
、
適
正
な
人
員

配
置
に
努
め
な
が
ら
、
合
併

後
10
年
間
で
類
似
団
体
の
一

般
職
員
数
よ
り
も
10
％
少
な

い
数
（
千
29
人
）
を
目
指
す

こ
と
と
し
、
当
面
、
定
年
退

職
者
の
補
充
は
行
わ
な
い
予

定
で
す
。 

な
お
、
こ
れ
ら
の
項
目
は
、

今
後
設
立
す
る
「
法
定
合
併

協
議
会
」
で
協
議
し
、
決
定

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。


新
市
の
本
庁
舎
と
し
て
提
案

さ
れ
た
伊
勢
市
役
所

伊
勢
市
役
所
を
新
市
の
本
庁
舎
、

3
町
村
役
場
を
総
合
支
所
に

―
 

庁
舎
・
機
構
に
関
す
る
調
整
方
針 ―
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この「協議会だより」は再生紙100％を使用しています。

各市町村の合併担当窓口

■ 伊勢市市町村合併推進課（職員は協議会事務局に常駐）
 TEL 0596-21-5538　FAX 0596-21-5605
 E-mail　gpk-ise@crocus.ocn.ne.jp

■ 二見町企画課
 TEL 0596-42-1111　FAX 0596-43-3754
 E-mail　info@town.futami.mie.jp

■ 小俣町総務課
 TEL 0596-22-7858　FAX 0596-22-3454
 E-mall　info@town.obata.mie.jp

■ 御薗村企画室
 TEL 0596-22-0235　FAX 0596-28-2404
 E-mail　misono@amigo.ne.jp

協議会を構成している各市町村の合併担当窓口は
次の通りです。

■ 伊勢市･ 二見町・小俣町・御薗村任意合併協議会
 〒516-O021　伊勢市朝熊町字鴨谷4383-4
 三重県営サンアリーナ内

 TEL 0596-21-1020　FAX 0596-21-1022
 E-mail:ise-gappeikyogi@crocus.ocn.ne.jp
 URL　http://www10.ocn.ne.jp/̃ifom-gpk/

協議会事務局

今後の協議会開催予定
－ どなたでも傍聴できます －
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や　ま　折　り

返信用封筒の作り方

この部分は、協議会へのご意見送付用封筒と
してご利用いただけます。
図のように切り取ってのりでとめてください。

紙
面

のりでとめて
ください。

市町村合併に
関するご意見を
お寄せください。

料金受取人払
伊勢局承認

54
届 出 有 効 期 間
平成１６年３月
末日まで

5 1 6 8 7 9 0

伊勢市朝熊町字鴨谷4383-4
三重県営サンアリーナ内

伊勢市・二見町・小俣町・御薗村

任意合併協議会事務局　行

美
うま

し風起
た

つ回帰新生都市を目指して

のりしろ→

－ 4 －

キ

リ

ト

リ

線

これまでの協議会での協議事項などは、随時、ホー
ムページでより詳しく紹介しています。皆さん、ご
覧ください。

■第15回協議会
申し訳あ
りません
が、現在
のところ、
次回協議
会のスケ
ジュール
は決まっ
ていません。決まり次第、新聞紙上やホーム
ページなどでお知らせしますので、ご了承く
ださい。

▼第14回協議会の傍聴席


